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要旨

　　在弘事翻倖工作吋，不企是一般文学作品或是亨並資料，最重要的是対原

文的正碗理解，其次是将理解的内容用男一一秒悟吉正碗地表述出来。在処理翻

悸法律文弔吋，因有彼多法律伺江的意又和用法与我伯日常生活活悟週然不

同，具有法律悟言独有的特征。因此要求我伯不仮需要了解法律整体枢架，同

吋也需要対日中法律未悟的概念和使用域、法律的要件及数果倣玩真細致的凋

査。日中丙国的法律悟言在漫長的法律文化交流和各自法律的友展演変的房程

中創制、桁生出大量的同形洞，対遠些同形法律未悟的区分和辮析就成力法律

翻捧中最令人共痔且最容易誘人出錯的陥腓。

　　本稿通迂対日中同形伺“逮捕”的意又、具体使用萢圃、辞典的解経和具

体翻倖作品中的悸洞逸捧等遊行凋査比較，明碗其具体概念和使用方法，以期

喚起相美人員在逸拝悸洞吋的注意和警戒，井対法律寺並翻季人オ的培弄以及

編輯対捧辞典提供参考。
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はじめに

　日中同形語問題は、日本語と中国語の対照研究において避けることのでき

ない大きな課題の一つである。大河内（1997）は同形語と呼ばれる由来を解

説した上、漢字による干渉が初歩的な理解と使用の誤りを引き起こす原因で

ある1）と指摘している。

　これまで多くの日中言語学者の研究蓄積は枚挙にいとまないが、法律用語

における同形語問題に関する研究は未だに少ない。

　近年、言語学の研究と法学研究の深まりにつれ、学科間のまたがり、融合

する研究はますます進み、法言語学の研究は新しい学問として、注目されつ

つある。日本には2004年に「法Ei言語学会」が設立され、司法言語の法律

用語や司法翻訳などを研究対象として、学際的言語研究としての発展に寄与

する、とを目指している。

　本稿は、日中法律用語における同形語問題に着眼し、刑事手続法の「逮捕」

を事例として、その意味、使用範囲、辞典の解説と翻訳書の訳語選びを比較

調査し、その差異を明確にしていくことにより、日中概念の相違と翻訳にも

たらす影響を中心に考察する。なお、法律用語の同形語問題の起きる背景と

歴史的な経緯については、別稿に譲ることとする。

1．法律用語の特徴

　イギリスの著名な法言語学者David　Mellinlcoff（1963）は、著書において

法言語の9つの特徴を列挙している。英語特有の言語的な特徴を除き、「ま

れにしか使わない一般用語の意味をよく使用する、専門用語、業界用語、

フォーマルな用語の使用、わざと弾力性のある言葉や表現の使用と極端の表

現の正確性を求める」2）などの問題は日本の法言語にも当てはまると言える。

1）大河内康憲（1997）『日本語と中国語の対照研究論文集』「日本語と中国語の同形語」

413頁
2）D・vid，・M．2004．Th・L・ng・・g・・f　th・L・w．・Th・L・ng・・g・・f　th・L・w．・Wipf＆St・・k

Publishers．　Characteristics　of　the／Language　of　the　Lcrw，　l　l：8，11
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　（日英）法律用語の特徴と翻訳上の難点について、橋本・堀田（2012）は

「法律の世界で使用されることばと一・般の場所で使用されることばは、同じ

単語であっても違った意味を持つことが多い。」、「厳格に定義されており、

定義以外の含みを持たせてはならない。」、そのため「ある言語で書かれた契

約書を日本語に翻訳する（その反対の場合も）にあたっては、法律用語その

ものの特殊性を加えて、法体系の相違というさらに大きな壁がある。」。

　加えて、もっと厄介な問題は、日本法とよく似た概念がある場合の事例と

して、日本の法律用語に記載がある言葉について、外国語の言葉と一見同義

であっても、日本法上の言葉とは要件と効果がまったく同じではないことが

あると法律用語の難しさを示唆している。

　そのため、「日本が輸入した外国の法律用語は、当該国の法体系の下でオ

リジナルの意味を持つ。そして、当該外国の法律用語を日本語に翻訳した場

合に、当該外国法律用語の翻訳としての日本の法律用語は、オリジナルから

離れて日本法を背景として意味を持つのである。」3）。

　要するに、一般用語と法律用語は異なる意味を持ち、定義の厳格さ、法体

系の相違によって原文と訳語の間は完全に一致せず、同義に見えるものでも

要件と効果は異なる場合がある。当然、日中法律用語の翻訳にも同様な問題

が存在している。ことに、同じ漢字を使用している日中言語には、同形語の

ように表記が同じであっても、その意味概念、使用域、手続法上異なる段階

の可能性があるため、安易にそのまま使ってしまうととんでもない落とし穴

に陥ることになる。

　劉紅嬰（2007）は、法律用語について多くの事例を調査、分析した結果、

法律用語は「その枠組みの完備性、表意的専門性、使用主体の集団性」など

の特徴があると結論付け、立法言語は「相対的な安定性、専属性、直接性」

の特質があるとして、法律用語は法律文書の文脈において「単一性、安定性、

集団性」4）の特徴を備えていると示している。

3）橋本武・堀田秀吾（2012）『法と言語』189－191頁
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　日本の法律用語を事例に説明すると、以下のように整理できる。

①単一性

　一般的に言うと、一つの単語は一つの意味解釈しか持たない。例えば、刑

事手続きにおいて、図1の示しているように、「被疑者」は犯罪を犯した嫌

疑を受けている者を指していることに対して、「被告人」は公訴を提起され

た者を指す。逆に、一字違いの「被告」は、「原告」の対立概念として民事

訴訟で訴えられた側の当事者のことを指している。

図1　刑事手続の段階における当事者呼称の変化一覧図
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②非代替性

　法律用語は、原則的に一般用語にみられるような同義あるいは類義語に

よって変更したり、取り換えることはできない。法律用語の単一性に関連し

て、法的安定性という要請から当然の結果といえる。

③集団性

　法分野はそれぞれ独立しているため、その分野の用語はグループ性を成

し、使用頻度も異なってくる。例えば、憲法に関する文書には、人権、生存

権、義務、福祉などの語彙が多く出現するが、刑法関連の文書は、構成要件、

違法性、因果関係などよく使われるのはこれに当たる。

④体系性

　法律用語は体系性を持ち、特に手続法などの場合はその手続関係や手続順

を表すものがある。日本の裁判所は原則として三審制をとっているため、地

方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所は、一般の訴訟事件の第一審裁判所にな

4）劉紅嬰（2007）『法律言語学』116頁に基づき、筆者が和文に翻訳し、整理したもの

である。
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るが、これら第一審の地方裁判所や家庭裁判所、簡易裁判所の判決に不服が

ある場合は、その上級裁判所である高等裁判所に対して、第二審の裁判を求

めることができ、これを控訴と呼び、また、第二審の高等裁判所の判決に不

服がある場合は、さらに上級裁判所である最高裁判所に対して、第三審の裁

判を求める判断を仰ぐことができ、これを上告と呼んでいるが、控訴と上告

を一般的に上訴と呼んでいる。「上訴、控訴、上告」は一文字の違いで異な

る概念になるため、慎重に扱う必要がある。

図2三審制のイメージ図

三審　最高裁判所

省上告

二審　高等裁判所

倉控訴

　
　
蹄

　一審　地方裁判所・
家庭裁判所・簡易裁判所

　法律専門家はこのようにことばの概念を共通認識したものとして、厳密に

使い分けることにより意思疎通をしているため、訳出する際に翻訳者は専門

用語の概念を慎重に調べ、理解しておかないとミスコミュニケーションを招

く原因になりかねない。

2．日中法律用語の同形語問題

　日中同形語問題についてすでに語られて久しい。前述したようにこれまで

膨大な研究の蓄積があり、これらの研究成果の集大成として、『日中同形語

小辞典』沈国威（2011）、『日中同形異義語』王永全・小玉新次郎・許昌福

（2007）、『日中同形異義語1500』郭明輝・磯部祐子・谷内美江子（2011）な

どが出版され、語学学習者や日中通訳翻訳の実務を携わる者に大きく役に立

つものである。
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　また、日中同形語の形成と定着について、沈国威教授の『近代日中語彙交

流史』（1994、改訂新版2008）は、日中間の語彙の相互受容、その受容の時期、

経路、受容の方法、定着あるいは競合を経て定着していくプロセスや語彙の

意味変化を明らかにされている。

　同形語における翻訳上の重要性について、「翻訳の角度から見た場合、語

彙の面でいちばん重要なのは日中同形異義語である（中略）。しかも、これ

はきわめて重要な問題で、翻訳の成否・よしあしを大きく左右する」、加え

て、「かなり中国語に精通している人やベテランの日中翻訳者でも、細心の

注意を怠ると、同形のワナにはまって意味を取りちがえたり、使い方を誤っ

たりする」5）と日中翻訳家の武吉次朗氏が指摘しているように、上級者でも

起こしやすい問題である。

　中国語教育の専門家は、同形語を「同形同義、同形近義、同形異義、異形

同義」6）と分類するものがいるが、なかでも同形異義語が一番紛らわしいた

め、問題になりやすい。例えば、図3のように日本語の「近日」は、近いう

ち、近々を表すものに対して、中国語の“近日”は、近い過去を表わしてい

る。同じ表記であるもの、時間軸上まったく異なる概念である。

図3　日中における「近日」の比較図
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5）大原信一監修　遠藤紹徳・武吉次郎編著（1993）『新編・東方中国語講座第4巻翻訳

篇』177頁
6）王順洪（2008）「日本人漢語学習研究」112－113頁
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　実際、このような漢字語の同形語問題は法律用語にも数多く存在してい

る。例えば、日本語の「勾引」は、法律用語として「被告人，証人，身体検

査を受けるべき者を裁判所その他一定の指定された場所に強制的に引致する

裁判およびその執行をいう。」であるが、中国語の“勾引”は法律用語では

なく、「誘う。いざなう。誘惑する」7）の意味しかない。

　陶芸（2007）は3種の日中法律用語対訳辞典に対して調査した結果、漢語

の語数は多く、いずれも70％以上の割合を占めていることが明らかになっ

ている。

表1　3種の法律用語辞書における語種の対比率

「法律用語辞典」 「法律用語対訳集」 「日中・中日双解法

　律用語辞典」

語数 比率％ 語数 比率％ 語数 比率％

漣語 1三1；7桝一 ・

、・8201 ㍉；1407弦 、73ξ31 ㌫4：1｝16 欝1㎜4
混種語 184 8．78 323 5．82 390 7．61

和語 87 4．15 254 4．57 127 2．48

外来語 24 1．15 22 0．40 27 0．53

節、句 82 3．91 883 15．90 463 9．04

総語数 2ρ96 5，553 5，123

出所　陶芸（2007）『日中法律用語の対象研究』58頁

　一方、筆者は最高裁判所の法廷通訳人を対象に発行されているハンドブッ

クに掲載されている語彙対訳リストの漢字語を調査したが、表2の示してい

るようにどちらも一割以上の同形語が存在しているという結果を得ている。

7）愛知大学中日大辞典編纂処編（1987）『中日大辞典増訂第二版』大修館書店の解説に

　よる。

一 259一



吉田　慶子「日中法律用語における同形語の翻訳について」

表2　同形語調査結果一覧

書籍名 収録語彙
（日⇒中）

同形

同義

異形

同義

同形

異義

『法廷通訳ハンドブック』改訂版 931語 374

40．1％

77

8％

　15

約2％

『少年審判通訳ハンドブック』

　　　　改訂版
482語 144

29．9％

56

12％

　14

約3％

　同形同義語が多数を占めていることから、通訳翻訳する際の負担を若干軽

減できる反面、決して看過できない同形異義語14－15％の存在も常に意識し

なければならない。概念の厳密さを求める法律用語であるがゆえに細心の注

意が必要と思われる。

3，事例分析一「逮捕」

3．1　日中国語辞典の調査

　『日本国語大辞典第二版』（2001）では、次のように説明し、事例を挙げて

いる。

①人の体に直接、力を加えてその行動の自由をうばうこと。めしとること。

　＊日本外史（1827）一・源氏前記「成経康頼以下、皆被逮捕」

　＊布令字弁（1868－72）〈知足蹄原子〉三「逮捕　タイホ　メシトル」

　＊新聞雑誌一二号・明治四年（1871）五月「府より弘当時召使の家来を捕

　　縛糾問して其首悪を捜索して既に逮捕したるよし」

　＊史記一陳余伝「於レ是上皆並捕捕趙王貫高等十余人」

②特に、刑事事件について、捜査機関が裁判官の発する逮捕状により被疑者

　の身体の自由を拘束し、引致、抑留する行為。通常逮捕、現行犯逮捕、緊

　急逮捕の三通りがある。現行犯の場合は、逮捕状が必要でなく、また私人

　でも逮捕できる。

　＊大日本帝国憲法（明治二二年）（1889）二三条「何人も、現行犯として

　　逮捕される場合を除いては」
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　一方、中国語の『漢語大辞典』によると、

　「捕捉；捉掌。《史把・鋒侯周勃世家》：「共后人有上弔告勃欲反，下廷尉，

廷尉下其事長安，逮捕勃治之。」《江弔・斎望之侍》、「望之大臣……不奉法自

修，鋸慢不遜擁，受所監減二百五十以上，清逮捕系治。」今法律上称限制人

犯人身自由井予以覇押的一秒強制措施。周而夏《上海的早最》第一部七：「上

海解放以后，傍工会理事長逃到川沙，拾上海市公安局逮捕回来法亦了。」

と説明している。

　また、『現代漢語詞典第6版』（2012）では、「司法机美依法対犯罪嫌疑人、

被告人在一定吋同内剥卒其人身自由，井予以覇押的刑事強制措施。」と現代

における用法のみを記載している。

　つまり、日中とも古くから「逮捕」が存在し、捕らえるという意味で使わ

れていたが、現在では司法機関が被疑者、被告人を一定の期間において人身

自由を奪い、拘束する刑事強制手続を表す法律用語である点は共通である。

3．2　法律用語としての「逮捕」の意味と誕生

　『大漢語林』（1992）をみると、「めしとる。罪人を捕縛する。其の人が在っ

て、直ちに追取するを逮といひ、其の人が亡げて、之を討捕するを捕とい

ふ。」と記載している。その源流を辿ると、1827年の『日本外史』に身体の

自由をうばう意味で使われ、法律用語としては、1883年の『法律語彙初稿

〔仏和法律語辞典〕』に初出し、その後も収録されている。

　日本は、古くから悪事が暴かれ、捕まえるという身体が拘束されることと

して使われていたが、現代法の制定により、はじめて刑事手続の意味として

使われるようになった。

　日本の法律用語辞典は、次のように「逮捕」を解説している。

1刑法上、人の身体の活動の自由をある程度継続的に拘束すること。（中略）

2　刑事訴訟法上、捜査機関又は私人が被疑者の身体の自由を拘束し、引き

　続き抑留すること。（中略）なお、司法警察員が逮捕した被疑者は、逮捕

　後48時間以内に検察官に送致しない限り、釈放しなければならない。検
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察官が逮捕した被疑者は、48時間以内に裁判官に勾留を請求し又は公訴

を提起しない限り、釈放しなければならない8）。

日本の刑事手続の流れを一覧図に表すと、以下のようになる。

図5　日本の刑事手続流れ

72時間以内 10～20日間
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　このように、逮捕は捜査機関の被疑者に対する強制捜査手続の一つとし

て、被疑者の人権と事件の真相を明らかにすることを重んじる刑事手続法に

とって非常に重要な概念である。

　一方、中国語の場合、『正史』の『漢書本紀』に「貫高等謀逆登畳，逮捕

高等，［一］師古日：「逮捕，謂事相連及者皆捕之也。一日，在道守禁，相属

不絶，若今之傳送囚耳。」井捕趙王赦下獄。」という行があり、文中「逮捕」

について注釈をつけ、「［一］師古日：「逮捕，謂事相連及者皆捕之也。一日，

在道守禁，相属不絶，若今之傳送囚耳。」。「正史』の『宋史』は、「七年六月，

齊州逮捕臨邑尉王坦等六人，繋獄未具，一夕，大風雨壊獄戸，王坦等六人並

歴死。」。『正史』の「清史稿』には、「號王照職籍其家，逮捕」などと古典

書に多く登場している。

8）金子宏等（2008）『法律学小辞典第4版補訂版』
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　1822年に発行されているロバート・モリソン（Robert　Morrison）の『英華

字典』に「arrest　to一掌、掌荻、掌到犯人」と記載され、はじめて“逮捕”が

登場したのは、1908年に顔恵慶が編纂した「英華大辞典』である。

　法制史の資料によると、中国古代から「拘侍」と「逮捕」の2つの概念が

存在している9）。秦律に“執”とあり、「司法机美以強制手段拘侍被告人，美

似現代的拘留」。ただし、“逮捕”は“拘侍”とはっきりした区別がなく、“逮

捕”の対象は、「源松当事人双方的原告、被告和征人」として訴訟当事者が

すべて含まれているなどの説明を見ると、現代の用法と異なり、古代の“拘

侍”は被告人だけでなく、証人にまで強制力が及ぶようである。唐宋期に

なって漸く“逮捕”制度が規範化され、逮捕権、逮捕対象、逮捕中における

問題の処理などについても法律で定められるようになったという1°）。

　1890年、黄遵憲の『日本国志』に「若干彼此裁判所所管内不能逮捕及法

律所不杵逮捕者，将最初之預宙及公判裁判所力其所管。」の記載により、は

じめて近代刑事訴訟法手続の意味の「逮捕」が中国に紹介され、さらに、

1908年に出版された『漢訳日本法律経済辞典』には「用公力捕章犯罪者及

有犯罪之嫌疑者，限制束鱒其身体之自由之法律上執行。日逮捕。」との解

説11）があることから、現代法における刑事手続としての“逮捕”の定着とみ

ることができる。

　現在中国の法律辞典における“逮捕”の説明は以下のとおりである。

　　prehension．司法机美依法剥寺犯罪嫌疑人、刑事被告人的人身自由井解

送到一定坊所予以輯押，是最声房的一一稗強制措施。

　　中国刑事Vi3ta法規定：対有征据柾明有犯罪事実，可能判娃徒刑以上刑罰

的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候宙、盤督居住等方法，尚不足以防止笈生

社会危燈性，而有逮捕必要的，庇即依法逮捕。（略）西方一一些国家法律所規

定的元柾逮捕，系在法律所規定的紫急情況下対犯罪嫌疑人、刑事被告人的覇

9）李交発（2002）『中国訴訟史』89頁

1°）劉海年（1985）「秦的訴松制度（上）」『中国法学』169頁

11）何勤華（2009）『法律名洞的起源（下）』512頁
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押措施，相当干中国的刑事拘留12）。

　すなわち、中国語における“逮捕”は、司法機関が法律に基づき被疑者や

被告人の人身的自由を剥奪し、一定の場所において拘束する最も厳しい強制

措置であり、刑事訴訟法には“逮捕”の要件を定めている。しかし、西洋法

における令状なしの「逮捕」や緊急拘束措置は中国語の“刑事拘留”に当た

ると明確に説明している。

　さらに、刑事訴訟法のテキストには、刑事強制措置の関連概念として、“拘

侍”、“取保候宙”、“監視居住”、“拘留”、“逮捕”と関連概念も手続に沿っ

て説明し、「逮捕」については、

　「逮捕是指公安机美、人民栓察院和人民法院在一定期限内依法剥寺犯罪嫌

疑人、被告人的人身自由井遊行宙査的強制措施，是刑事源松強制措施中最力

声房的方法。其声房性表現力強行剥寺人身自由，輯押宙査。」、「在我国，輯

押不是一稗独立的強制措施，而只是逮捕的法律后果。在西方国家，逮捕往往

与輯押相分寓，是一秒強制到案措施。因此，西方国家的逮捕更美似干我国的

拘留。」13）

ここも西洋法との概念の違いを説明している。

　総じて、日中両国ともに古くから人を拘束し、行動の自由を奪う意味で

「逮捕」が使われているが、現代日本語において法律専門用語として、刑事

手続の一段階を指し、その効力期間は48時間に限定され、48時間以内に勾

留請求あるいは公訴をしない限り、被疑者を釈放しなければならないという

かなり厳格な基準が設けられている。古来の用法から近代法の誕生に伴い新

たな意味概念が付与されている。

　一方、中国語における“逮捕”は「捜査段階での最も厳しい強制措置であ

る。逮捕のためには、①犯罪事実が発生し、当該犯罪行為を犯罪嫌疑者・被

告人が行ったことを証明する証拠があり、当該証拠が真実であることの証明

がなされ、②犯罪嫌疑者・被告人の犯罪が懲役刑以上に相当し（執行猶予は

12）信春鷹主編（2003）『法律辞典』196頁

13）†建林著（2008）『刑事訴訟法学』159－188頁
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除く）、③逮捕が必要であること、つまり案件の性質や犯罪嫌疑者・被告人

の個人的状況等を勘案した場合その他の強制措置では社会的危険性を防止で

きないと判断されることの3要件を具備することが必要である。」、また、逮

捕の許可機関について、「逮捕は検察院の承認（「批准」）または決定もしく

は法院の決定を経たうえ公安機関・国家安全機関が執行する。」。逮捕によっ

て身柄を拘束できる期間は「原則2ヵ月を超えることはできないが、案情が

複雑な案件については1カ月の延長が可能である。また、僻遠の地で生じた

重大複雑な案件や、重大な犯罪集団の案件等については省級検察院の承認ま

たは決定を経たうえでさらに2ヵ月延長できる。」。

　つまり、「中国の逮捕は日本と異なり相当長期間身柄を拘束でき、また日

本法等のように逮捕と勾留が範疇的分離していない（日本の勾留に近い概念

であると説く論者もいる）。」14）と中国法の専門家が指摘しているように、中

国語の“逮捕”と日本語「逮捕」の概念上の差異を認識する必要がある。

3．3　辞典等の対訳語の調査

　日中・中日辞典は多く市販されているが、今回の調査対象は、中国語辞書

のスタンダードとして長年の信頼を得ている2002年小学館が発行した「日

中辞典』と同出版社が2008年に発行した「中日辞典』にする。

　　　　　　　　　表3　日中・中日辞典の解説比較表

14）小口彦太等『現代中国法第2版』（2012）155頁
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　『中日辞典』は両者の違いを意識し、読者のためにコメントを入れている

が、『日中辞典』の場合は、このような記載は見当たらない。

　さらに、以下の法学辞典、日中司法通訳人ハンドブックの日中用語対訳集

も調べてみた。

　法廷通訳人を対象に発行されたハンドブックは以下の3つを選んだ。

①　最高裁判所事務総局監修『法廷通訳ハンドブック（中国語）』（2010）法

　　曹会

②　最高裁判所事務総局家庭局監修（2008）『少年審判通訳ハンドブック』

　　（中国語）法曹会

③ザウ・イーファー（2003）「中国語〈司法通訳〉ハンドブック』明日香

　　出版社

　法律用語対訳辞典：

④　法務省刑事局外国法令研究会（1997）『法律用語対訳集中国語（北京語）

　　編改訂版』社団法人　商事法務研究会

⑤畑中和夫・王家福・肖賢富・孫新編（1997）「中日・日中法律用語辞典』

　　晃洋書房

⑥魏景賦・魏游編著（2002）（中国）『日中・中日双悟法律用悟洞典』法律

　　出版社

⑦　川原祥史（2006）『中国語警察用語小辞書』国際語学社
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表4　法律用語辞典の対訳語調査

図書No． 掲載書籍と対訳語

①
第4編　法律用語等の対訳
⑪「逮捕」⇒㊥「逮捕」

② 第4編用語の対訳
⑪「逮捕」⇒㊥「逮捕」

③
法律関係用語部分

　㊥「逮捕」⇒㊥「逮捕d4ib司

④ ⑪「逮捕（する）」⇒㊥「逮捕画b司

⑤
㊥「逮捕征」⇒⑪「逮捕状」

㊥⇒中未収録

⑥

⑪「逮捕（する）たいほする」⇒㊥「逮捕」

㊥「逮捕」⇒⑪「逮捕（する）」

㊥「逮捕令」⇒⑤「逮捕状」

⑦ ⑧「逮捕（する）」⇒㊥「逮捕d4ib司

　このように、日中・中日辞典や法律用語対訳辞典はいずれも「逮捕」をそ

のまま“逮捕”の対訳語として記載している。このことについて、筆者はあ

る地方の警察署通訳センターの中国語担当にたずねてみたことはあるが、実

務もそのまま“逮捕”として中国語に通訳していると明かされている。

　しかし、法学専門家を対象にした中国法辞書の説明は異なっている。

　「勾留は中国語で「逮捕」というが、事案の性質や被疑者の状況等一定の

要件の下、人民検察院の承認又は決定若しくは人民法院の決定を経た上で行

う身柄拘束措置をいう（刑事訴訟法60条等）。原則2か月だが事案に応じて

2度の延長（1か月，2か月）も可能で、相当長期間に及ぶ。」15）と解説して

いるが、勾留の対訳語は“逮捕”としながらも、その内包の違いがあると言

及している。

15）国谷知史等（2011）『確認　中国法用語250』
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3．4　翻訳書の調査

　翻訳書について、2005年中国人民大学出版社に出版されている松尾浩也

『刑事訴訟法』の翻訳版について、日本語原著と対照してみた。

表5　翻訳書の調査結果
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　いずれも、「逮捕」を“拘留”に翻訳している。これは、法律専門家を対

象にした専門書として、手続を重視したゆえんの訳語選びと見ることができ

る。

まとめ

　本稿は、日中同形語「逮捕」を法律用語としての側面に着眼し、分析、調

査を試みた。

　日本語と中国語における「逮捕」は、それぞれ異なる手続段階を表してい

るだけでなく、法律上定められている被疑者に対する期間と拘束許可機関が

異なるため、表記が同じでも内包的な意味概念が異なっていることは明らか

である。

　法律専門用語の「単一性」と「体系性」という観点から鑑みると、翻訳す

るときに適切かつ正確に対訳語を示すことが必要がある。しかしながら、「逮

捕」のように、語彙の意味が対応しない場合、日中・中日辞書や法律用語辞

典でも混清しているように、同じ表記であるゆえに一層問題が複雑になって

しまっている。翻訳者にとってどちらの訳語を選ぶかは決めにくい、つまり

どちらも意味概念として完全に当てはまらないため翻訳者はジレンマに陥

り、同じ漢字を使用しているため、安易にそのまま使ってしまいがち。訳出

する場合は、専門用語の意味概念を詳細に調べ、必要な場面と対象に合わせ

て訳す必要があると肝に銘じ、翻訳の場合は、注意を喚起するための訳注を

つけるのも方法の一つと考えられる。

　専門用語の翻訳の難しさは必ずしも法律分野に限ったものではないが、事

例の示してきたように、日中同形語の場合その専門用語の背後にある意味概

念を明確に理解しなければ、思わぬ脅し穴に陥る可能性があると特に警戒す

る必要がある。繰り返しとなるが、法律用語を翻訳する際、同じ漢字表記だ

からといって過信せず、正確な「訳」を実現するためには、語学辞書のみな

らず、専門用語の辞書などをこまめに調べるように心がける必要がある。
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